
 

国 不 地 整 第 ４ ８ １ 号 

令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 

 

 

都道府県地籍調査担当部局長　殿 

 

 

 国土交通省政策統括官付

 地理空間情報課長

 （公印省略）

 

 

「街区境界調査図及び街区境界調査簿作成要領」の一部改正について 

 

「街区境界調査図及び街区境界調査簿作成要領について（令和３年３月31日付

け国不籍第582号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知）」の一部を

別添のとおり改正し、本日から施行することとしましたので、御了知の上、この

旨貴管下部局及び関係市区町村等への周知方よろしくお願いします。 
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 （別添１）

 

 街区境界調査図作成要領

 

１　街区境界調査図の作成については、国土調査法施行規則（平成２２年国土交

通省令第５０号。以下「施行規則」という。）及び地籍調査作業規程準則（昭

和３２年総理府令第７１号。以下「準則」という。）に定めるもののほか、こ

 の要領によるものとする。

２　街区境界調査図は、施行規則別記様式第一に規定する様式により、地籍図作

成要領（令和３年３月２日付け国不籍第４８９号国土交通省不動産・建設経済

 局地籍整備課長通知）に準じて作成するものとする。

３　街区境界調査図の縮尺は、後続の地籍調査において作成する地籍図の縮尺と

 同一の縮尺で作成するものとする。

４　街区境界調査図は、準則第３条第２項第１号に規定する街区境界及びその範

囲を表示するものとし、地番の記号は、当該街区境界の近傍に表示するものと

 する。

ただし、準則第３０条第６項の規定に基づき街区境界未定とした場合は、調

査図素図に基づき、該当する街区境界（一筆の土地において、街区境界が断片

的に複数存在する場合は、同条第１項、第３項、第４項又は第５項の規定に基

づく調査ができなかった部分に限る。）を真位置に表示できる場合は真位置に

表示し、真位置に表示できない場合は現況により鎖線で表示し、いずれの場合

 も、その近傍に関係する土地の地番に括弧を付して表示するものとする。

５　調査区域内の一の街区ごとに任意に街区番号を定め、これを街区の内側に赤

の丸数字で記載するものとする。ただし、当該街区番号に代えて、住居表示に

関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第２条第１号に定める街区符号を記

 載することができる。

６　街区境界調査図における表示は、地籍図作成要領に定めるもののほか、次の

 表による。
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  記　　号

  

    線

    幅

    区　　　　分 形状及び大きさ 及 記号の表示の方法又は図例

 び

 線

色

   街区境界 0.1 街区境界調査図上の真位置に

    黒 表示するものとする。

    

  （街区境界未 0.1 街区境界調査図上の真位置に

  定であり、真 黒 表示し、その近傍に関係する土

  位置に表示で 地の地番を括弧を付して記載す

    きる場合） る。

   （地番が５番及び６番の土地の

   街区境界が未定である場合の

    例）

         　

    

             　　　　　

（街区境界未    0.1 街区境界を現況により鎖線で

  定であり、真 黒 表示し、その近傍に関係する土

  位置に表示で 地の地番を括弧を付して記載す

    きない場合） る。

   （地番が５番及び６番の土地の

   街区境界が未定である場合の

    例）

    

    （５）　（６）

道

（５）　（６）

道

1
.0

1.0
1
.0

4.04.0
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街区境界の範  0.1 筆界点の位置から街区内の任

   囲 黒 意の方向へ１㎜～５㎜の長さで

   表示するものとする。この場合

   において、街区境界以外の筆界

    の方向に整合させることを要し

    ない。

   （地番が３番、４番及び５番

    の土地の範囲を表示した例）

    

              
      
    

      
    

   街区番号 アラビア数字 赤 （街区番号が７である場合の

    横書 例）

    ゴシック体

 字高 5.0   

 字隔 5.0   

    

    

    

    

 （街区符号を 横書   赤 （街区符号が〇〇三丁目３番

 表 示 す る 場 ゴシック体 である場合の例）

 合） 字高  5.0

 字隔  2.0

  

 

 

 

⑦

〇〇三丁目３

3

3

4

5

道

道

水

(略)



【参考】 

街区境界調査図（作成例） 
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（

）

）
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（別添２） 

 

街区境界調査簿作成要領 

 

１　街区境界調査簿は、国土調査法施行規則（平成２２年国土交通省令第５０号）

及び地籍調査作業規程準則（昭和３２年総理府令第７１号）に定めるもののほ

か、地籍簿作成要領（令和３年３月３１日付け国不籍第５８１号国土交通省不

動産・建設経済局地籍整備課長通知）に準じて作成するものとする。 

２　街区境界調査簿は、国土調査法施行規則別記様式第五に規定する様式により

作成する。 

３　街区境界調査簿の「街区番号」の欄には、一の街区ごとに任意に定めた街区

番号を記載する。ただし、当該街区番号に代えて、住居表示に関する法律（昭

和３７年法律第１１９号）第２条第１号に定める街区符号を記載することがで

きる。 

４　街区境界調査簿の「街区面積」の欄には、一の街区ごとの面積を記載する。

ただし、一の街区内に街区境界未定があり、当該街区の面積が求められない場

合は、同欄に「街区境界未定」と記載するものとする。 

５　街区境界調査簿は、一つの街区ごとに別冊とする。 

 

　


